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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２４年１０月２５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２３年３月２６日 ０９時４５分ごろ 

発生場所 阪神港堺泉北第４区の企業の専用桟橋 

大阪府堺市所在の堺浜寺南防波堤灯台から真方位１２１°１,７００

ｍ付近 

 （概位 北緯３４°３２.８′ 東経１３５°２５.５′） 

事故調査の経過  平成２３年４月１１日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ ケミカルタンカー 第二松
しょう

豊
ほう

丸、４９８トン 

   １３２５４８、有限会社信雄海運 

   ６４.９８ｍ×１０.００ｍ×４.５０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、７３６kＷ、平成４年６月 

Ｂ 油タンカー 新栄
しんえい

丸、１９９トン 

   １３４５４７、中川海運有限会社（Ｂ社） 

   ４５.８１ｍ×７.５０ｍ×３.３０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、５８８kＷ、平成７年６月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５２歳 

   四級海技士（航海） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５９歳 

   五級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和５０年５月３０日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２０年９月１９日 

    免状有効期間満了日 平成２５年１１月４日 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ なし 

 損傷 Ａ 船首部外板に擦過傷 

Ｂ 右舷船尾部ハンドレールに曲損 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか４人が乗り組み、阪神港堺泉北第４区の企業の

専用桟橋（以下「本件桟橋」という。）に出船右舷着けして化学薬品

の積荷役の準備中、甲板上にいた船長Ａが、Ａ船に向けて接近して来

るＢ船に気付き、危険を感じて昇橋し、Ｂ船に対して汽笛を鳴らして
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注意を喚起したが、平成２３年３月２６日０９時４５分ごろＡ船の船

首部とＢ船の右舷船尾部とが衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂほか３人が乗り組み、重油約１７７kℓを積載して船

首約１.２ｍ、船尾約３.０ｍの喫水で重油の積荷役待ちのため、３月

２６日０９時２５分ごろ、本件桟橋の北西沖約７００ｍの水深約１７

ｍ、底質砂の所に右舷錨を投下し、錨鎖を２節伸ばして錨泊したが、

守錨当直を行っていなかった。その後、Ｂ船が走錨を始め、船内にい

た船長Ｂは、Ａ船の汽笛の吹鳴に気付き、主機を始動して前進にかけ

たが、０９時４５分ごろＢ船の右舷船尾部ハンドレールとＡ船の船首

部とが衝突した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北西、風速 約７～８m/s、視界 良好 

海象：波高 約５０㎝、潮汐 高潮時 

 その他の事項 

 

 Ｂ船乗組員は、本事故当時、食堂にいた。 

 Ｂ船の積荷待ちの予定時間は、約１～１.５時間であった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ なし、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ あり 

 Ａ船は、阪神港堺泉北第４区の本件桟橋に出船右舷着けで係留中、

接近して来るＢ船に気付いてＢ船に対し、汽笛を吹鳴して注意を喚起

したものと考えられる。 

 Ｂ船は、阪神港堺泉北第４区で錨泊中、走錨した際、守錨当直を行

っていなかったことから、Ａ船の汽笛の吹鳴を聞くまで走錨に気付か

ず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、阪神港堺泉北第４区において、Ａ船が本件桟橋に係留

中、Ｂ船が錨泊中、Ｂ船が、守錨当直を行っていなかったため、Ａ船

の汽笛の吹鳴を聞くまで走錨に気付かず、Ａ船と衝突したことにより

発生したものと考えられる。 

参考  Ｂ社は、本事故後、再発防止策を検討し、以下のような安全対策を

講じた。 

・短時間であっても、錨鎖を３節以上伸ばして錨泊するようにし

た。 

・錨泊中、航海中の当直体制とするようにした。 

・他船との間隔を１海里以上離して錨泊するようにした。 

 




